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 沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

自動車局安全政策課長  

（公 印 省 略） 

 

自動車局技術・環境政策課長 

（公 印 省 略） 

 

 

令和５年度被害者保護増進等事業費補助金（事故防止対策支援推進事業（先

進安全自動車（ASV)の導入に対する支援、運行管理の高度化に対する支援、

過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援及び社内安全教育の実

施に対する支援））の実施について 

 

 

標記について、下記のとおり実施することとしたので通知するとともに、令和５年度事

故防止対策支援推進事業に係る補助金について関係事業者より問い合わせがあった場合は、

各地方運輸局及び沖縄総合事務局（各運輸支局を含む。以下、「各運輸局等」という。）

の窓口等において適切に案内願いたい。 

 

記 

 

１．補助金執行団体 

   公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 

 

＊公募により国土交通省において補助金執行団体を採択した。 

＊補助金執行団体は、被害者保護増進等事業費補助金交付要綱、実施要領に基づき、国

土交通省（各運輸局等を含む）に代わって、交付規程及び公募要領の作成、申請等の受

付、申請等書類の審査、補助金の交付決定、額の確定、その他当該事業の実施にあたっ

て必要な一連の業務を実施するものとする。 

 

２．補助金交付業務等の実施 

令和５年度事故防止対策支援推進事業に係る補助金の交付申請兼実績報告の受付等に

ついては、被害者保護増進等事業費補助金交付要綱、実施要領並びに補助金執行団体の

定める交付規程及び公募要領に基づき実施する。 

 

 


